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▶▶今月の主な記事
臨時国会冒頭解散
を考える

写真から伝わる協同
組合の姿／原点回帰

中小企業への発注方針
を国が自治体に要請…

ついに建設業にも
週休２日制の波が
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「自分さえよければよい」のか  臨時国会冒頭解散を考える

　「協同」の敵とは「自分さえよければ
よい」という考えではないでしょうか。
　アメリカでは自国中心主義「アメリ
カファースト」を唱えるトランプ大統
領がパリ協定を離脱し、移民を排斥し、
自分に都合の良いデマを拡散していま
す。北朝鮮では己の支配体制が覆され
ることを恐れる金正恩および軍部がミ
サイルを飛ばし、自国民を抑圧し、軍
事的緊張を高めています。
　他人を排除し、誰もが「自分さえよ
ければよい」という考えになれば戦争
が起きます。「自分さえよければよい」
という考えは、最終的に誰もが得をし
ない結果に陥ってしまうということを
歴史が証明しています。
　そして、日本では９月28日に衆議
院議会が解散されました。解散権を行
使できるのは与党の総裁ではなく、行
政の長であるはずです。行政の長とも
なれば、より多くの国民の利益を守る
ことを目指すべきです。
　「協同」とは、複数の個人や団体が心

や力をあわせて同じ目的、共通の利益
を守るために事にあたること。日本や
世界を「協同体」と捉えるならば、トッ
プの判断基準は「より多くの人々の利
益を守ること」ではないのでしょうか。
　地元の中小企業を守るという目的に
立ち返ること、互いが互いにとっての
利益を地道に考えることこそが社会を
より良くしていく確かな原動力なので
はないでしょうか。� （編集部）

　CLT（直交集成板）の普及促進事業
が活発化しています。東京五輪の選
手村ビレッジプラザには国産材を
使ったCLTが採用されました。また、
福島県いわき市常磐下湯長谷町に福
島県が建設する災害公営住宅はCLT
工法を用いた建築物としては最大級
となるそうです。災害公営住宅は木
造３階建てで57戸が入居でき、延

べ床面積は約3700平方メートル。
　北海道足寄郡足寄町でも昨年に
「バイオマスタウン構想」を策定し、
町産カラマツ製のCLTの普及に向け
て順次、公共施設の建設に導入する
予定です。
　京都では（一社）京都府木材組合連
合会が10月に「CLT建築技術入門講
習会」を開催します。� （西村　学）

CLTの普及促進が加速

「協同」の理念に組合員が集った
1955年の発会式（京都府庁）
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室内装飾仕上 クロス、表装、床施工、ダイノックシートガラスフィルム、障子張り、カーテン
ブラインド、キッチンパネル施工

畳・ふすま・インテリア畳・ふすま・インテリア

土木工事関係

建築工事関係

鉄・アルミ･ステンレス・耐候性鋼材まで幅広く取り扱っております。
金属に関することなら何でもお気軽にご相談ください。
また、通販にてアルミ庇・アイデア商品等多数販売しております。
まずは当社ホームページをご覧ください。

株　式　会　社 三　 田
京都府久世郡久御山町野村村東147-2
TEL（075）631-7833　FAX（075）631-7857

http://www.mita036.com
mita036 検索

株　式　会　社 三　 田
京都府久世郡久御山町野村村東147-2
TEL（075）631-7833　FAX（075）631-7857

http://www.mita036.com
mita036 検索

アスベスト調査、除去工事助成制度をご存知ですか？ 建設工事

　吹き付けアスベストが使用されている
恐れがある建築物、建築材料に吹付けア
スベストが含有している建築物について、
含有調査および除去工事を行った場合、
建物所有者（分譲マンションなど区分所
有建物の場合は、管理組合の代表）に京
都市が費用を補助する制度があります。
　含有調査の補助率は100％補助限
度額25万円、除去工事の補助率は
2/3補助限度額100万円です。建築
物の全部を除去する（解体）予定の建物
は対象外ですが、リフオーム工事等で
建物の、アスベストの使用が疑われる
場合、ぜひ組合にご相談ください。提
携する建築物石綿含有建材調査者をご
紹介させていただきます。�（山本敬三）

京都の秋 文化財

　夏終わり秋が訪れようとしています。
　以前、「春の桜」についての歴史を
紹介しました。今回は京都「春の桜」
と双璧をなす観光名物「秋の紅葉」に
ついて探ります。
　紅葉の歴史は奈良時代の日本最古の
歌集である奈良時代の「万葉集」にも、

もみじを詠んだ歌が多く残っているよ
うに、桜ほどではなくとも昔から存在
していることがわかります。
　平安時代の貴族たちは桜や藤など、
さまざまな花を愛し、楽しんできまし
た。しかし、実のところ紅葉はあまり
登場しません。
　桜などは内裏の中や邸宅内に植えら
れていましたが、紅葉を楽しむには山
（外）へ出掛けていかねばなりませんで
した。それゆえ観賞用として庭に植え
られたりはしなかったようです。
　平安時代の秋の行事は春に比べると
本当に少なく、その理由は平安朝の
人々は美しい紅葉の赤に無常を感じて
いたのだといわれています。やがて来

る冬の寂しさ、枯れて散る葉にわが身
を重ねていたのかもしれません。
　「赤」という色が様々の理由でよく
思われていなかったのも事実のようで
す。宗教上であったり、ある大名の色
であったりと、もの悲しさを象徴する
色でもあったようです。
　紅葉狩りを楽しむようになるのは室
町時代以降だと思われます。醍醐の花
見で有名な豊臣秀吉は同じ年の秋に醍
醐で紅葉狩りを開こうとしていました
が、その願いが叶うことはありません
でした。
　もし、秀吉が生きて醍醐の紅葉を見
ていたら歴史がそこで１つ作られたと
思います。� （門田元気）醍醐寺の弁天堂の紅葉

■京都市吹付けアスベスト除去等助成事業
補助の種類 含有調査 除去等工事

補助対象費用 吹付け建材中のアスベストの有無を
調査する費用（消費税を除く）

吹付けアスベストの除去、封じ込め
または囲い込みの工事に要する費用
（消費税を除く）

補助率 100％ ２／３
補助限度額 25万円 100万円

補助対象建物 アスベスト含有のおそれがある吹付
け建材が使用されている建築物

分析調査の結果、吹付け建材のアス
ベスト含有率が0.1％以上と認めら
れた建築物

補助対象者 補助対象建物の所有者
（分譲マンションなど区分所有建物の場合は、管理組合の代表者）

主な補助用件

・�法律上吹付けアスベスト使用等に関する遡及摘要を受ける増改築等をし
ていない。
・解体の予定がない建築物であること。
・�含有調査または除去等工事の契約および着手の前に交付申請手続きをす
ること。

※上記の他にも補助の要件があります。また、補助の件数には限りがあります。
※�「吹付けアスベスト」吹付け石綿および吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材
料0.1％を超えるもの。
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写真から伝わる協同組合の姿／原点回帰
　B5版になってから、表紙にさまざ
まな写真が掲載されるようになりまし
た。
　組合活動や子どもの写真、花鳥風月

など当時の季節を感じさせます。表紙
をめくると阿美市会議員の市会報告や
選挙の話題、組織活動の報告から仕事
に役立つコラムなど、記事の内容もバ

リエーションに富んでいます。新加入
者紹介や事務局だよりのページも毎号
多くの人が名を連ねていました。
� （編集部）

全京都建設会館完成

現場の写真も登場

さまざまな活動が表紙をかざりました

昭和47年度定期総会

子どもも多く登場しました

文化財シリーズも人気を集めました
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中小企業への発注方針を 
国が自治体に要請…
　中小企業庁の官公需確保対策地方推進協議会が９月
12日、京都社会福祉会館で行われました。これは、
地方機関や地方自治体の中小企業への発注を徹底する
のを目的として、毎年開催しているもの。京都府や京
都市など発注機関だけでなく、建設協組など７つの協
同組合で作る京都府官公需適格組合協議会も受注機関
として出席しました。当日配布された「平成29年度中
小企業者に関する国等の契約の基本方針」などから、
国の中小企業への発注姿勢を拾ってみました。
①�中小企業への発注機会の増大の意義を、「経済の持続
的発展の起動の載せていくため、中小企業の事業活動
の活性化はかることが重要である」と明確にしている。
②�契約担当官等を置いている部局ごとに「官公需相談
窓口」を常設する。また中小企業団体中央会の「官
公需総合相談センター」の取り組みを支援する。

③�全国の自治体が
ホームページで提
供している発注情
報を収集している
「官公需情報ポー
タルサイト」の機
能を拡充し、中小
企業者が入手しや
すくする。

④�可能な限り分離・分割をして発注する。また中小企業
が対応できるよう適正な納期・工期にするよう配慮する。
⑤�最新の実勢価格を踏まえた積算に基づき、適正な予
定価格を作成する。
⑥�すべての地方公共団体に対して、国の基本方針に準
じて、地域の実情に応じて方針を作成し、中小企業
の受注機会の増大に務めるよう、要請する。
　公共工事の入札参加をしている組合員企業におい
て、希望があれば上記の冊子「基本方針」をコピーし
ますので、事務局まで連絡を。� （川久保雄二郎）

法律Q&A  警察に届けた落とし物（遺失物法）

�Q 　先日、現金５万円とクレジット
カードが入った財布が入ったバッグの
落とし物を拾い、近くの交番に届けま
した。後日、持ち主が見つかったとい
う連絡がありました。このような場合、
持ち主からお礼をいただけるのでしょ
うか。また、持ち主が出てこない場合
はどうなるのでしょうか。

�A 　持ち主が分からない落とし物や
忘れ物といった遺失物に関して、遺失
物法という法律があります。遺失物法
は、明治32年に作られましたが、明
治時代とは比較にならないほど交通網
が発達し人の移動は広範囲となり、ま
た、遺失物の数は警察に届けられた物
だけでも年間１万点を超えるなどして

いる現代の状況に合わなくなったこと
から、2007（平成19）年12月10日、
全面的に改正されました。
　大きな改正点は、保管期間が６ヶ月
から３ヶ月に短縮されたこと、拾得物
の情報がインターネットで公表される
ようになったこと、駅や空港など不特
定多数の人が利用する施設では10万
円未満の拾得物を保管することがで
き、傘や衣類など大量で安い物は２週
間以内に持ち主が見つからない場合、
売却することができるようになったこ
と、などです。
　遺失物法では、持ち主は、遺失物を
届けてくれた人に５～ 20％の報労金
を支払う義務があるとされています。
従ってあなたには、ハンドバッグの持

ち主に対して、現金５万円と財布、ハ
ンドバッグの価格の５～ 20％のお礼
を要求する権利があります。
　また、３ヶ月以内に持ち主が現れな
かった場合、拾った物はあなたのもの
になります。
　但し、クレジットカードには個人情
報が含まれていますので、これはあな
たのものにはなりません。また、交番
に届けた際、「権利放棄」をしていた
場合、報労金を請求する権利や現金や
ハンドバッグを受け取る権利はなくな
ります。
� （ 京都第一法律事務所 ）� 弁護士　糸瀬美保

毎月第一水曜日
無料法律相談

賦課金のお支払い方法について
　賦課金は月々5,000円です。通常は3ヶ月に一度15,000円をご請求しております。それ以外にも「年払い」や「口座引落」
というお支払い方法もあります。
　「年払い」は、毎年5月に60,000円を一括請求させていただきます。「口座引落」については、京都銀行・京都中央信用
金庫・京都信用金庫の3銀行の口座のみ、受付をしております。年払いや口座引落などは振込手続きなどの負担も軽減さ
れますので、ぜひともご一考ください。詳しくは組合組織部までお問合せください。

組織部　Tel：075-382-1021　Fax：075-394-3201

官公需情報ポータルサイトを説明した資料
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労基協の技能講習
�●玉掛け
日程：〔学科〕10月12日（木）、13日（金）
〔実技〕14日（土）／会場：〔学科〕京都
府中小企業会館〔実技〕（株）島津製作
所紫野工場／受講料：18,360円、テ
キスト代1,500円
�●第一種衛生管理者受験準備講習
日程：10月23日（月）～ 25日（水）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：
15,120円、テキスト代6,696円
�●有機溶剤作業主任者
日程：10月26日（木）、27日（金）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：
8,640円、テキスト代1,944円
�●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
日程：10月30日（月）、31日（火）、
11月１日（水）／会場：京都府中小企
業会館／受講料：16,200円、テキス
ト代2,160円

�●局所排気装置等定期自主検査者養成
講習
日程：11月15日（水）～ 17日（金）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：
29,160円、テキスト代7,128円
�●有機溶剤作業主任者
日程：11月21日（火）、22日（水）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：
8,640円、テキスト代1,944円
�●安全管理者選任時研修
日程：11月21日（火）、22日（水）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：
15,120円、テキスト代1,512円
�●アーク（電気）溶接等業務の特別教育
日程：〔学科〕11月24日（金）〔実技〕
25日（土）／会場：〔学科〕京都府中小
企業会館〔実技〕京都府職業能力開発
促進センター／受講料：14,040円、
テキスト代1,080円

�●電気取扱業務（低圧）特別教育
日程：11月27日（月）／会場：京都府
中小企業会館／受講料：10,800円、
テキスト代648円
�●特定化学物質・四アルキル鉛等作業
主任者 
日程：11月28日（火）、29日（水）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：
8,640円、テキスト代1,944円

【問合せ・申込み】
（公社）京都労働基準協会
Tel.075-321-2731
※連合会のホームページ
　http://www.kyoukiren.or.jp
※��受講申込者が少人数の場合は中止に
なることがありますのでご了承くだ
さい。

建災防の各種講習
�●木造建築物の組立て等作業主任者
日程：10月17日（火）、18日（水）／
会場：京都建設会館別館／受講料：
10,800円
�●型枠支保工組立て等作業主任者
日程：10月25日（水）、26日（木）／
会場：京都建設会館別館／受講料：
9,260円、テキスト代1,950円
�●石綿作業主任者
日程：11月８日（水）、９日（木）／会場：
京都建設会館別館／受講料：12,850円
�●高所作業車（10ｍ以上）
日程：11月21日（火）、22日（水）／

会場：京都建設会館別館／受講料：
37,850円
�●足場の組立て等社業主任者
日程：11月29日（水）、30日（木）�
／会場：京都建設会館／受講料：
10,910円
�●職長・安全衛生責任者教育
日程：12月６日（水）、７日（木）／�
会場：京都建設会館／ 15,430円
�●職長のためのリスクアセスメント
日程：12月７日（木）／会場：京都建
設会館／受講料：8,230円

【問合せ・申込み】
建設業労働災害防止協会京都府支部
〒604-0944　京都市中京区押小路
通柳馬場東入京都建設会館別館内
Tel.075-231-6587
Fax.075-251-0058
受付時間：��午前9時～

午後5時
※��ホームページから講習予定、申込書
が取り出せます。
　http://kensaibo-kyoto.jp/
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８月の定例理事会

組合日誌
 本部
9/29� 理事会
10/19� 支部長会議
10/27� 理事会

 支部
9/4� 洛中（役）

9/5� JIC（役）
9/15� 右京（役）
� 新京（役）
10/2� 洛中（役）
10/3� JIC（役）
10/20� 右京（役）
� 新京（役）

編集後記
　今年も９月に福島を訪れました。避
難指示解除によって「帰るという選択
肢が増える」こと自体は、本来ならば
よいことなのではないか？という思い
が今回の訪問で強くなりました。
　飯舘村では荒地だった農地が少しず
つですが開拓されていたり、南相馬市
小高区のローソンで働く人、この訪問
で出会った方々を見ているとそんな思
いが頭をよぎります。
　国際基準の20倍まで緩められた安
全基準だとしても、それを覚悟した上
で帰る人たちの判断を、僕たちがとや
かく言う権利があるのでしょうか。
　本当の問題は「避難指示解除」と補
償や賠償、仮設住宅などの支援策の「打
ち切り」を一律でセットにしてしまう
ことです。帰る人も帰らない人も、そ
れぞれの判断が尊重された形での生活
再建への支援を、国と自治体の責任で
すべきだと思います。� （西村　学）

�＜協議議案＞
�①各専門部会からの報告について
　�それぞれの部会で次回理事会までに�
　素案を作成する
　第５土曜日は休日とする
�② 組合脱退時の出資金返金処理について
　定款通りに行う
�③税務調査について
�④城戸氏との契約について

�⑤組合員からの職員紹介について
　採用判断は事務局に一任
�⑥新組合員加入審議について
�
�＜報告議案＞
�⑦事業の結果と計画について
�⑧第２回支部長会議の報告について
�⑨組合Diary
�⑩その他

ついに建設業にも週休２日制の波が
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●�８月定例理事会は８月30日（水）午後７時から京都工業会館で理事15人の出
席で開催されました。

　建設業の長時間労働の是正に向け、政府が工事の発注
者と受注者が守るべき指針をまとめています。指針の目
玉は現場作業員の「週休２日」。しかし、指針に強制力
はなく、どこまで実効性があるかが課題です。
　指針は国土交通省、厚生労働省、内閣官房などの関係
省庁が集まる会議でつくりました。発注者・受注者の双
方に対し、資材や労働力を調達したり、雨や雪で作業が
できなくなりそうだったりする期間も考慮して工期を定
めるよう明記。予定した期間内に工事を終えるのが難し
くなれば、工期を変えるよう求めています。受注者は、
下請けに工事を委託する際にも同様に工期に配慮する必

要があります。
　これから発注する工事が指針の対象。公共工事の発注
者になる省庁や、不動産会社や建設会社などが加入する
業界団体に守るよう促します。ただ、違反しても罰則は
なく、すでに発注した工事は対象外となっています。
　国内の「週休１日以下」の建設現場は約65％。建設業
界の年間総労働時間は全産業平均より２割長く、就業者
の約３分の１が55歳以上という実態があります。若者
がより就職しやすい環境を作ることが指針の目的の一つ
となっています。
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